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「定額会費の額」の一部改正について 

 

本所は、別紙のとおり「定額会費の額」を一部改正し、平成１７年４月１日から施行しますので、御通

知いたします。 

 

改正の概要は、以下のとおりです。 

 

現行の定額会費の額は、会員の資本金の額に応じて、資本金１０億円未満の会員は月額５万円、１０億

円以上１００億年未満の会員は月額６万円、１００億円以上の会員は月額７万５千円となっているが、こ

れをそれぞれ、資本金１０億円未満の会員は月額１３万円、１０億円以上１００億円未満の会員は月額１

５万６千円、１００億円以上の会員は月額１９万５千円に改定するものとする。 

 

 

以 上 



 

定額会費の額の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

定款第１５条第２項の規定に基づく定額会費の額

（月額）は、次のとおりとする。 

定款第１５条第２項の規定に基づく定額会費の額

（月額）は、次のとおりとする。 

１． 正会員 

資本の額が１０億円未満の場合 

  １３万円 

 〃   １０億円以上１００億円未満の場

合        １５万６千円 

 〃  １００億円以上の場合   

１９万５千円 

１． 正会員 

資本の額が１０億円未満の場合 

   ５万円 

 〃   １０億円以上１００億円未満の場

合           ６万円 

 〃  １００億円以上の場合   

７万５千円 

２．  （略） ２．  （略） 

  

付   則  

この改正規則は、平成１７年４月１日から施行 

する。 

 

  

  

 


